浄化槽設置整備事業補助金の変更点について（令和８年度）

１　特定区域の廃止
特定区域を一般区域に編入します。
これにより補助対象区域は、一般区域と重点区域の２区分になります。

２　補助金額の改定
（１）補助率を設定します。
（２）撤去工事費・宅内配管工事費の補助上限額を引き上げます。
	区分
	補助率
	上限額

	浄化槽設置工事費
	５人槽
	4/10
	332千円

	
	７人槽
	
	414千円

	
	10～50人槽
	
	548千円

	撤去工事費
	単独処理浄化槽の撤去
	10/10
	150千円

	
	くみ取り便槽の撤去
	
	120千円

	宅内配管工事費
	3/4
	330千円

	区域加算（重点区域のみ）
	－
	200千円


※補助金額は、各工事費ごとに計算した額を合算した額（重点区域はその額に最大200千円を加算した額）となります。
（３）全区域で撤去工事費を補助対象経費とします。
（４）重点区域における区域加算の考え方を改めます。令和８年度から
令和７年度まで

設置工事費	
一般区域	重点区域	一般区域	重点区域	332	332	332	撤去工事費	
一般区域	重点区域	一般区域	重点区域	0	150	150	設置＋撤去	
一般区域	重点区域	一般区域	重点区域	532	宅内配管工事費	
一般区域	重点区域	一般区域	重点区域	300	300	330	330	区域加算	
一般区域	重点区域	一般区域	重点区域	200	


